
資料２－１８

関係条文 

 

○ 健康増進法（平成十四年法律第百三号） 

（特別用途表示の許可）  

第二十六条 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他厚生労働省令

で定める特別の用途に適する旨の表示（以下「特別用途表示」という。）をしようとする者は、

厚生労働大臣の許可を受けなければならない。  

２ 前項の許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製

品の製造方法、成分分析表、許可を受けようとする特別用途表示の内容その他厚生労働省令で

定める事項を記載した申請書を、その営業所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣

に提出しなければならない。  

３ 厚生労働大臣は、研究所又は厚生労働大臣の登録を受けた法人（以下「登録試験機関」とい

う。）に、第一項の許可を行うについて必要な試験（以下「許可試験」という。）を行わせる

ものとする。  

４ 第一項の許可を申請する者は、実費（許可試験に係る実費を除く。）を勘案して政令で定め

る額の手数料を国に、研究所の行う許可試験にあっては許可試験に係る実費を勘案して政令で

定める額の手数料を研究所に、登録試験機関の行う許可試験にあっては当該登録試験機関が厚

生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録試験機関に納めなければならない。  

５ 第一項の許可を受けて特別用途表示をする者は、当該許可に係る食品（以下「特別用途食品」

という。）につき、厚生労働省令で定める事項を厚生労働省令で定めるところにより表示しな

ければならない。  

 

（特別用途食品の検査及び収去）  

第二十七条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に特別用

途食品の製造施設、貯蔵施設又は販売施設に立ち入らせ、販売の用に供する当該特別用途食品

を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該特別用途食品を収去させるこ

とができる。  

 

（特別用途表示の許可の取消し） 

第二十八条 厚生労働大臣は、第二十六条第一項の許可を受けて特別用途表示をする者が同条第

五項の規定に違反し、又は虚偽の表示をしたときは、当該許可を取り消すことができる。 

（※ 平成二十年四月一日以降は以下のとおり改められる予定。） 

第二十八条 厚生労働大臣は、第二十六条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当

するときは、当該許可を取り消すことができる。 

一 第二十六条第五項の規定に違反したとき。  

二 当該許可に係る食品につき虚偽の表示をしたとき。 

三 当該許可を受けた日以降における科学的知見の充実により当該許可に係る食品について

当該許可に係る特別用途表示をすることが適切でないことが判明するに至ったとき。  

 



（栄養表示基準） 

第三十一条 販売に供する食品（特別用途食品を除く。）につき、栄養表示（栄養成分（厚生労

働省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。）又は熱量に関する表示をいう。以下

同じ。）をしようとする者及び本邦において販売に供する食品であって栄養表示がされたもの

（第二十九条第一項の承認を受けた食品を除く。以下この条において「栄養表示食品」という。）

を輸入する者は、厚生労働大臣の定める栄養表示基準（以下単に「栄養表示基準」という。）

に従い、必要な表示をしなければならない。ただし、販売に供する食品（特別用途食品を除く。）

の容器包装及びこれに添付する文書以外の物に栄養表示をする場合その他政令で定める場合

は、この限りでない。  

２ 栄養表示基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 食品の栄養成分の量及び熱量に関し表示すべき事項並びにその表示の方法  

二 栄養成分のうち、国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進に影響

を与えているものとして厚生労働省令で定めるものにつき、その補給ができる旨を表示する

に際し遵守すべき事項又はその旨が表示された栄養表示食品で輸入されたものを販売する

に際し遵守すべき事項  

三 栄養成分のうち、国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進

に影響を与えているものとして厚生労働省令で定めるもの又は熱量につき、その適切な摂取

ができる旨を表示するに際し遵守すべき事項又はその旨が表示された栄養表示食品で輸入

されたものを販売するに際し遵守すべき事項  

 

 

○ 健康増進法施行規則（平成十五年厚生労働省令第八十六号） 

（特別の用途）  

第十一条 法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める特別の用途は、次のとおりとする。  

一  授乳婦用  

二  高齢者用  

三  特定の保健の用途  

 

（法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める栄養成分）  

第十六条 法第三十一条第一項の厚生労働省令で定める栄養成分は、次のとおりとする。  

一 たんぱく質  

二 脂質  

三 炭水化物  

四 亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、銅、ナトリウム、マグネシウム、マ

ンガン、ヨウ素及びリン  

五 ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンＡ、ビタミンＢ１、ビタミンＢ２、ビタミ

ンＢ６、ビタミンＢ１２、ビタミンＣ、ビタミンＤ、ビタミンＥ、ビタミンＫ及び葉酸  

 

（法第三十一条第二項の厚生労働省令で定める栄養成分）  

第十七条 法第三十一条第二項第二号の厚生労働省令で定める栄養成分は、次のとおりとする。  

一 たんぱく質  



二 食物繊維  

三 亜鉛、カルシウム、鉄、銅及びマグネシウム  

四 ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンＡ、ビタミンＢ１、ビタミンＢ２、ビタミ

ンＢ６、ビタミンＢ１２、ビタミンＣ、ビタミンＤ、ビタミンＥ及び葉酸  

２ 法第三十一条第二項第三号の厚生労働省令で定める栄養成分は、次のとおりとする。  

一 脂質  

二 糖類（単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。）  

三 ナトリウム  

 


